


（別添）

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

（平成26年３月５日保医発0305第２号）

第２ 届出に関する手続き

６ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者

に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番

号を付して通知するものであること。

調剤基本料（調剤報酬点数表における注１のただし書に該当する場合を除く。）

（調基）第 号
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